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(57)【要約】
【課題】　天井下地を構築する天井下地材の支持構造に
関し、簡単な構造で耐振及び防振効果が十分に得られ、
しかも施工性にも優れた天井下地材の支持構造を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】　天井下地材８を壁際で弾性保持する下地
材保持部材２を用いた天井下地材の支持構造であって、
下地材保持部材は、上板部４４、壁面部３４に固定され
る固定部４２、上板部４４の他端部から９０度±１０度
の範囲に屈曲形成された側板部４６、及び下板部４８を
有し、側板部４６と下板部４８とがなす角度及び側板部
４６と上板部４４とがなす角度が、弾性を維持した状態
で拡縮可能に変化できるように構成し、天井下地材８の
一部を上記下板部４８の上部に載せ、下板部４８と天井
下地材８とを止着具３６を用いて固定し、天井下地材８
の横揺れに対して、各角度が変化し、下地材保持部材に
より天井下地材８の横揺れを弾性保持する構成である。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の壁面部に取付けて使用され、天井下地材を壁際で弾性保持する下地材保持部材を
用いた天井下地材の支持構造であって、
　上記下地材保持部材は、
　上板部、この上板部の一端部に設けられ上記壁面部に固定される固定部、上記上板部の
他端部から９０度±１０度の範囲に屈曲形成された側板部、及びこの側板部の下端部から
上記上板部とは反対向きに屈曲形成された下板部を有し、
　上記固定部を上記壁面部に固定し、上記上板部と上記下板部とを互いに平行に保持した
状態で、上記側板部と上記下板部とがなす角度及び上記側板部と上記上板部とがなす角度
が、弾性を維持した状態で拡縮可能に変化できるように構成し、
　上記天井下地材の一部を上記下板部の上部に載せ、上記側板部との間に間隙を設け、又
は隙間を設けないで配置し、当該下板部と上記天井下地材とを止着具を用いて固定し、
　上記天井下地材の横揺れに対して、上記各角度が変化し、上記下地材保持部材により上
記天井下地材の横揺れを弾性保持することを特徴とする天井下地材の支持構造。
【請求項２】
　断面逆Ｕ字状の際架材を用い、この際架材の上板部、一方の側板部及び他方の側板部を
、それぞれ上記下地材保持部材の上板部、固定部、及び側板部の一部として構成し、
　断面コの字状のランナー材を用い、このランナー材の下板部及び側板部の一部を、それ
ぞれ上記下地材保持部材の下板部、及び側板部の一部として構成し、
　上記際架材の側板部と上記ランナー材の側板部とを重ね合わせ、止着具を用いて両者を
固着して上記下地材保持部材の側板部を形成したことを特徴とする請求項１記載の天井下
地材の支持構造。
【請求項３】
　断面Ｚ字状の横架材を用い、この横架材の上板部の一部、側板部及び下板部を、それぞ
れ上記下地材保持部材の上板部の一部、側板部及び下板部として構成し、
　断面Ｌ字状のアングル材を用い、このアングル材の縦板部及び横板部の一部を、それぞ
れ上記下地材保持部材の固定部及び上板部の一部として構成し、
　上記横架材の上板部の一部と上記アングル材の上板部の一部とを重ね合わせ、止着具を
用いて両者を固着して上記下地材保持部材の上板部を形成したことを特徴とする請求項１
記載の天井下地材の支持構造。
【請求項４】
　上記際架材及び上記横架材を、それぞれ板厚が０．３ｍｍ～１．２ｍｍ、好ましくは板
厚が０．４ｍｍ～０．８ｍｍの薄板軽量鋼板を屈曲成形して形成したことを特徴とする請
求項２又は３に記載の天井下地材の支持構造。
【請求項５】
　上記天井下地材を野縁材としたことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の天井
下地材の支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井下地を構築する天井下地材の支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の天井では、天井下地材としてハンガーに野縁受けを吊り、クリップを用い
て野縁材を配置する天井構造等が知られている。
【０００３】
　例えば特許文献１の野縁構造は、図９に示すように、対向する壁部８０に長尺状の下地
材８２を取り付け、該下地材８２の室内側に壁際野縁８４を取り付け、該壁際野縁８４間
に複数の野縁８６を該壁際野縁８４に対して直角に架設し、上記壁際野縁８４の表面及び
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野縁８６の端面との間に防振パッキン８８を介在させるもので、これにより上階からの振
動を下階に伝えにくい天井構造が実現できるというものである。
【０００４】
　また特許文献２に記載の鋼製天井の吊り構造は、壁の上部に木製の壁際野縁を水平方向
に延在して固定し、この壁際野縁の側面に、開口部を室内側に向けたランナーを固定させ
、さらにランナーに鋼製野縁の端部を差し込み、この鋼製野縁と他の鋼製野縁の上部に、
これらに対して直交して鋼製野縁受けを連結し、鋼製野縁受けは木製の吊り木にハンガー
部材を介して吊り下げ支持され、これにより鋼製野縁受けと木製の吊り木の連結作業を簡
単に行うことができるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－９６２９２号公報
【特許文献２】特開２００１－２６２７６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　さて、上記特許文献１の野縁構造は、防振パッキン８８を用いて防振する構造であるた
め、この防振パッキン８８の配置及び野縁８６の端部の形状等に配慮が必要で手間を要す
るという問題がある。また、特許文献２の鋼製天井の吊り構造は、木製の壁際野縁にラン
ナーを介して鋼製野縁の端部を当てた構成であるため、鋼製野縁からの振動を十分に防げ
ないという問題がある。
【０００７】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、簡単な構造で耐振及び防振
効果が十分に得られ、しかも施工性にも優れた天井下地材の支持構造を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の技術的課題を解決するため、本発明は図１、３等に示すように、建物の壁面部３
４に取付けて使用され、天井下地材８を壁際で弾性保持する下地材保持部材２（５２）を
用いた天井下地材の支持構造であって、上記下地材保持部材は、上板部４４、この上板部
４４の一端部に設けられ上記壁面部３４に固定される固定部４２、上記上板部４４の他端
部から９０度±１０度の範囲に屈曲形成された側板部４６、及びこの側板部の下端部から
上記上板部４４とは反対向きに屈曲形成された下板部４８を有し、上記固定部４２を上記
壁面部３４に固定し、上記上板部４４と上記下板部４８とを互いに平行に保持した状態で
、上記側板部４６と上記下板部４８とがなす角度（θ１）及び上記側板部４６と上記上板
部４４とがなす角度（θ２）が、弾性を維持した状態で拡縮可能に変化できるように構成
し、上記天井下地材８の一部を上記下板部４８の上部に載せ、上記側板部４６との間に間
隙（Ｓ）を設け、又は隙間を設けないで配置し、当該下板部４８と上記天井下地材８とを
止着具３６を用いて固定し、上記天井下地材８の横揺れに対して、上記各角度が変化し、
上記下地材保持部材により上記天井下地材８の横揺れを弾性保持する構成である。
【０００９】
　また、本発明に係る天井下地材の支持構造は、断面逆Ｕ字状の際架材を用い、この際架
材の上板部、一方の側板部及び他方の側板部を、それぞれ上記下地材保持部材の上板部、
固定部、及び側板部の一部として構成し、断面コの字状のランナー材を用い、このランナ
ー材の下板部及び側板部の一部を、それぞれ上記下地材保持部材の下板部、及び側板部の
一部として構成し、上記際架材の側板部と上記ランナー材の側板部とを重ね合わせ、止着
具を用いて両者を固着して上記下地材保持部材の側板部を形成した構成である。
【００１０】
　本発明に係る天井下地材の支持構造は、断面Ｚ字状の横架材を用い、この横架材の上板
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部の一部、側板部及び下板部を、それぞれ上記下地材保持部材の上板部の一部、側板部及
び下板部として構成し、断面Ｌ字状のアングル材を用い、このアングル材の縦板部及び横
板部の一部を、それぞれ上記下地材保持部材の固定部及び上板部の一部として構成し、上
記横架材の上板部の一部と上記アングル材の上板部の一部とを重ね合わせ、止着具を用い
て両者を固着して上記下地材保持部材の上板部を形成した構成である。
【００１１】
　本発明に係る天井下地材の支持構造は、上記際架材及び上記横架材を、それぞれ板厚が
０．３ｍｍ～１．２ｍｍ、好ましくは板厚が０．４ｍｍ～０．８ｍｍの薄板軽量鋼板を屈
曲成形して形成した構成である。
【００１２】
　本発明に係る天井下地材の支持構造は、上記天井下地材を野縁材とした構成である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る天井下地材の支持構造によれば、下地材保持部材は、上板部、固定部、側
板部、及び下板部を有し、固定部を壁面部に固定し、側板部と下板部とがなす角度及び側
板部と上板部とがなす角度が、弾性を維持した状態で拡縮可能に変化できるように構成し
、下板部と天井下地材とを止着具を用いて固定し、天井下地材の横揺れに対して、下地材
保持部材により天井下地材の横揺れを弾性保持する構成としたから、地震等による天井下
地材の横揺れを効果的に弾性保持でき、簡単な構造で横揺れに対する耐振及び防振効果が
十分に発揮され、しかも施工性にも優れまた部品点数も少なく経済性にも優れるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第一の実施の形態に係り、天井下地材の支持構造を示す図である。
【図２】際架材が弾性変形する状態を示す図である。
【図３】第一の実施の形態に係る下地保持部材を示す図である。
【図４】第一の実施の形態に係り、下地保持材の変化を示す図で、（ａ）は正常時の状態
、（ｂ）は野縁材から壁面部方向への力が作用したときの状態、（ｃ）は野縁材から壁面
部から離れる方向への力が作用したときの状態を示す。
【図５】第二の実施の形態に係り、天井下地材の支持構造を示す図である。
【図６】第二の実施の形態に係る下地保持部材を示す図である。
【図７】第二の実施の形態に係り、下地保持材の変化を示す図で、（ａ）は正常時の状態
、（ｂ）は野縁材から壁面部方向への力が作用したときの状態、（ｃ）は野縁材から壁面
部から離れる方向への力が作用したときの状態を示す。
【図８】第二の実施の他の形態に係り、（ａ）天井下地の支持横造（隙間Ｓを設けた形態
）を示す図であり、（ｂ）天井下地の支持構造（隙間Ｓを設けない形態）である。
【図９】従来例に係る野縁構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、第一の実施の形態に係る天井下地材の支持構造を示したものである。
　この天井下地材の支持構造では、下地材保持部材２が用いられ、この下地材保持部材２
は、ここでは際架材４及びランナー材６を組み合わせて構成する。
　また、天井下地材８としてここでは野縁材８を用いる。この野縁材８の下部に、天井板
材１０を取り付けて天井を構築する。
【００１６】
　上記際架材４は、平坦な上板部１２、この上板部１２の一端部から下方に向けて固定部
１４が形成され、また他端部から下方に向けて側板部１６（一部）が形成された断面逆Ｕ
字状の長尺材である。ここで、上記上板部１２と側板部１６とがなす角度は９０度（直角
）であり、また上板部１２と板状の固定部１４とがなす角度も９０度である。また、上記
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上板部１２には、小さな波形（断面）の凸凹が形成されている。
【００１７】
　上記ランナー材６は、側板部１８（一部）、この側板部１８の上端部から横向きに上面
部２０が形成され、側板部１８の下端部から下板部２２が横向きに屈曲形成された断面コ
の字状の長尺材である。上記下板部２２と側板部１８とがなす角度は９０度（直角）であ
り、また側板部１８と上面部２０とがなす角度も９０度である。
　上記際架材４及びランナー材６は、何れも薄板軽量鋼板を屈曲成形したものである。
【００１８】
　上記野縁材８としては、ここでは底面部２６、両側面部２８，２８及び上面部３０を有
する断面ロの字状の角鋼材を用いており、他には断面Ｕ字状の長尺鋼材が用いられる。こ
の野縁材８は、薄板軽量鋼板を屈曲成形したものである。
　上記天井板材１０は、石膏ボード等のボード材、岩綿吸音板等の仕上げ材等からなる板
材である。
【００１９】
　上記薄板軽量鋼板は、板厚が０．３ｍｍ～１．２ｍｍ、好ましくは０．４ｍｍ～０．８
ｍｍである。これにより、薄板軽量鋼板は弾性及び可撓性を有するものとなる。
　このため、図２に示すように、鋼板を屈曲成形した際架材４の角部は、横からの外力に
より通常９０°の角度が、９０°以上の鈍角或いは９０度以下の鋭角に弾性変形し、外力
が無くなると通常の角度（９０度）に弾性復帰する。
　また、鋼板を屈曲成形したランナー材６の角部についても、外力により通常９０°の角
度が、９０°以上或いは９０度以下に弾性変形し、外力が無くなると通常の角度（９０度
）に弾性復帰する。
【００２０】
　さて、上記野縁材８が配置される天井下地は、例えば、天井より吊り下げられたハンガ
ーにより野縁受け材を保持し、各野縁受け材を所定の間隔を隔てて水平方向に配置し、上
記野縁受け材の下部に、野縁受け材と交差（直交）させて野縁材８を配置し、クリップ等
を用いて野縁受け材の下部に野縁材８を接続する構造がある。
　なお、ここでは天井下地材８として野縁材８を適用しているが、天井下地材８として他
に野縁受け材等、天井下地に用いられる横材を適用することも可能である。
【００２１】
　ここで、上記野縁材８の端部が対向する壁面部３４に、下地材保持部材２としての際架
材４及びランナー材６を取り付ける。先ず、際架材４を水平向きに配置し、止着具３６を
用いて際架材４の固定部１４を壁面部３４に固定する。
　止着具３６としてはネジ、セルフドリリングネジ或いはボルト等が用いられる。
【００２２】
　さらに、際架材４の側板部１６の横に、これと平行してランナー材６の側板部１８を配
置する。この際、際架材４の側板部１６の全体が、ランナー材６の側板部１８の全体と略
重合する状態で、両者を合わせる。
　このように、際架材４の側板部１６とランナー材６の側板部１８同士を、止着具３６を
用いて固着し、下地材保持部材２を組み立てる。そして、左右の天井の際の各壁面部３４
に下地材保持部材２を配置する。
【００２３】
　このように、際架材４の側板部１６とランナー材６の側板部１８同士を、止着具３６を
用いて固着し、下地材保持部材２を組み立てる。
　そして、図３に示すように下地材保持部材２の各部位を、固定部４２（際架材４の固定
部１４）、上板部４４（際架材４の上板部１２）、側板部４６（際架材４の側板部１６及
びランナー材６の側板部１８）、及び下板部４８（ランナー材６の下板部２２）から構成
する。
【００２４】
　ここで、固定部１４を壁面部３４に固定した状態で、下板部２２と側板部４６とがなす
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角部の角度（θ１）、及び側板部４６と上板部１２とがなす角部の角度（θ２）は、上記
下板部２２と上板部１２とが平行状態を維持するため同一の角度（θ＝θ１＝θ２）であ
り、外力が無い場合には９０度（直角）である。
【００２５】
　そして、下地材保持部材２の下板部２２に野縁材８の端部を固定し、この野縁材８の左
右の揺れを下地材保持部材２に順応させ弾性吸収する。このため、下板部２２に固定した
野縁材８から横方向の作用（力）が加わった場合、下板材２２の左右移動に伴い、下地材
保持部材２を形成する鋼板の弾性力により上記角度（θ、θ１、θ２）は拡大し、或いは
縮小する。
【００２６】
　上記下地材保持部材２において、平常時（横揺れ等の外力の作用がないとき）の上記角
度（θ）は、ここでは９０度としているが、これは９０度の場合が最も角度（θ）の拡大
縮小の範囲が大きく確保できるためである。上記平常時の角度（θ）を、９０度よりも大
きな鈍角、或いは９０度よりも小さな鋭角に設定することも可能である。この場合、設定
した角度（θ）を基準に、これが拡大し或いは縮小する。
　但し、上記角度（θ）の拡大縮小の範囲を考慮した場合、実用的には、上記平常時の角
度（θ）は９０度±１０度の範囲内が適当である。
【００２７】
　通常、下地材保持部材２は、野縁材８が壁面部３４方向へ移動する揺れに対しては、上
記角度（θ）が縮小し、野縁材８の壁面部３４とは反対方向へ移動する揺れに対して上記
角度（θ）は拡大する。このように、下地材保持部材２は、上記角度（θ）の変化ととも
に野縁材８の横方向の揺れを弾性保持する。また、野縁材８がもとの平常時の位置に復帰
したときには、上記角度（θ）も９０度に弾性復帰する。
【００２８】
　そして、図４（ａ）に示すように、下地材保持部材２では、野縁材８が壁面部３４方向
へ移動する揺れを考慮して、側板部４６との間に所定の間隙（Ｓ）を設けて、下板部２２
の上部に野縁材８の端部９を配置する。
　上記側板部４６と野縁材８との間の間隙（Ｓ）の大きさは、自由に設定可能である。野
縁材８が側板部４６と反対方向へ移動する場合には、上記隙間（Ｓ）の大きさとは関係な
く、上記角度（θ）が拡大して弾性保持可能である。
【００２９】
　しかし、上記間隙（Ｓ）が狭い場合、或いは間隙（Ｓ）を設けない場合には、野縁材８
が側板部４６方向へ移動した場合、この野縁材８の端部９の上部が側板部４６の上部近傍
に当たるケースが考えられる。ここで、間隙（Ｓ）を設けない場合とは、上記平常時の角
度（θ）にもよるが、野縁材８の一部が側板部４６に当接し野縁材８が壁面部３４方向に
移動できない場合をさす。
　これとは逆に、上記間隙（Ｓ）を大きくした場合、野縁材８の大きな揺れ（横移動）に
順応可能であり弾性保持が可能である。
　したがって、断面ロ字状或いは溝状の野縁材８を用いる場合には、地震等による最大揺
れによる移動範囲を予め予測し、これに基づいて上記間隙（Ｓ）の大きさを設定するのが
実用的である。
【００３０】
　尚、上記野縁材８の端部９が側板部４６の上部に当たる場合（間隙（Ｓ）を設けない場
合等）であっても、下地材保持部材２の上板部１２の可撓性を利用すれば、この撓みの範
囲で野縁材８が側板部４６方向へ移動することができ、弾性保持が可能となる。
　他に、野縁材８の端部９を斜めに（下部を鋭角状に）カットしたものを用いた場合には
、野縁材８の端部上部が側板部４６の上部近傍に当たる虞が軽減され、野縁材８の横揺れ
に十分順応し弾性保持が可能である。
【００３１】
　図４（ａ）（ｂ）（ｃ）は、外力に応じ、下地材保持部材２を構成する際架材４、ラン
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ナー材６及び野縁材８の相互の状態を示したものである。通常、野縁材８の下部には止着
具３６等を用いて天井板材１０が取り付けられ、天井が構築されている。
　図４（ａ）は、平常時など野縁材８からの力（横振動）が加わらない状態を示したもの
である。ここで、地震その他の原因で天井の天井板材１０等が揺れて横振動が発生し、こ
れに伴い野縁材８（長尺方向）から壁面部３４方向の力が作用すると、この力（図中左向
き）は野縁材８の端部９からランナー材６の下板部２２に加わる。
【００３２】
　すると、同図（ｂ）に示すように、ランナー材６の下板部２２には、壁面部３４に向け
た力が作用する。これと同時に、下板部２２から側板部１８（４６）にも同様の力が作用
し、ランナー材６の弾性により下板部２２に対する側板部１８（４６）の角度（θ１）が
縮小し、鋭角に屈曲する。
　また同時に、際架材４の側板部１６（４６）の上部は上板部１２によって移動が阻まれ
るため、際架材４の弾性により側板部１６（４６）は上板部１２に対して、角度（θ２）
が鋭角になる状態に屈曲する。ここで、下板部２２と上板部１２とは互いに平行であるた
め、角度（θ１）と角度（θ２）とは同じ（θ１＝θ２＝θ）である。
　なお、この際、ランナー材６の上面部２０は、野縁材８の上面部３０に当接した状態と
なり、このまま側板部４６（１８）の角度が変化するため、角部の角度（δ）は拡大し鈍
角に屈曲する。
【００３３】
　したがって、野縁材８からの力（横振動）の作用は、ランナー材６及び際架材４の各角
部を弾性屈曲させ、上記角度（θ）が縮小（鋭角）して野縁材８（及び天井板材１０）が
壁面部３４の方向へ移動し、野縁材８を弾性保持する。
　上記野縁材８が元の位置に復帰し、野縁材８からの力の作用が無くなると、ランナー材
６及び際架材４の各角部の上記角度（θ）は、元の９０度（直角）の状態に弾性復帰する
。
【００３４】
　次に、天井が揺れて横振動が発生し、今度は逆に、野縁材８が壁面部３４から離れる方
向の力が作用すると、この力（図中右向き）は野縁材８の端部９からランナー材６の下板
部２２に加わる。
【００３５】
　すると、図４（ｃ）に示すように、ランナー材６の下板部２２は、壁面部３４から離れ
る向きに力が作用する。これと同時に、下板部２２から側板部１８（４６）にも同様の力
が作用し、ランナー材６の弾性により下板部２２に対する側板部１８（４６）の角度（θ
１）が拡大し、鈍角に屈曲する。
　また同時に、際架材４の側板部１６（４６）の上部は上板部１２によって移動が阻まれ
るため、際架材４の弾性により側板部１６（４６）は上板部１２に対して、角度（θ２）
が鈍角になる状態に屈曲する。ここで、下板部２２と上板部１２とは互いに平行であるた
め、角度（θ１）と角度（θ２）とは同じ角度（θ１＝θ２＝θ）である。
　なお、この際、ランナー材６の上面部２０はフリーの状態であるため、角部の角度（δ
）は９０度のまま変わらない。
【００３６】
　このように、横振動による野縁材８からの力の作用は、ランナー材６及び際架材４の各
角部を弾性屈曲させ、上記角度（θ）が拡大（鈍角）して野縁材８が壁面部３４から離れ
る方向へ移動し、野縁材８を弾性保持する。
　上記野縁材８が元の位置に復帰し、野縁材８からの力の作用が無くなると、ランナー材
６及び際架材４の各角部の上記角度（θ）は、元の９０度の状態に弾性復帰する。
【００３７】
　従って、上記第一の実施の形態によれば、地震等による天井下地材の横揺れを効果的に
弾性保持でき、簡単な構造で耐振及び防振効果が十分に発揮され、しかも施工性にも優れ
また部品点数も少なく経済性にも優れるという効果がある。



(8) JP 2019-203323 A 2019.11.28

10

20

30

40

50

【００３８】
　次に、第二の実施の形態について説明する。
　尚ここでは、上記第一の実施の形態と同一の部材等は、特に説明のない限り構成及び効
果等については同様であり、また同一の符号を付してここでの詳細な説明は省略する。
　図５は、第二の実施の形態に係る天井下地材の支持構造を示したものである。
　この天井下地材の支持構造では、下地材保持部材５２が用いられ、この下地材保持部材
５２は、ここでは横架材５４、及びＬ型のアングル材５６を組み合わせて構成する。
　また、ここでは天井下地材として野縁材８を用いる。この野縁材８の下部に、止着具３
６等を用いて天井板材１０を取り付けて天井を構築する。
【００３９】
　上記横架材５４は、平坦な上板部６２、この上板部６２の一端部から下方に向けて側板
部６６が形成され、この側板部６６から横方向（上板部６２と反対向き）に向けて下板部
７２が形成された断面Ｚ字状の長尺材である。ここで、上板部６２と下板部７２とは互い
に平行である。また、上板部６２と側板部６６とがなす角度は９０度（直角）であり、側
板部６６と下板部７２とがなす角度も９０度である。
【００４０】
　上記アングル材５６は、平坦な横板部７６及びこの横板部７６から上方に向け直角に屈
強した縦板状の縦板部７８が形成された断面Ｌ字状の長尺材である。
　上記横架材５４及びアングル材５６は、何れも薄板軽量鋼板を屈曲成形したものである
。
　この薄板軽量鋼板は、板厚が０．３ｍｍ～１．２ｍｍ、好ましくは０．４ｍｍ～０．８
ｍｍである。これにより、薄板軽量鋼板は可撓性及び弾性を有するものとなる。
【００４１】
　ここで、野縁材８の端部が対向する壁面部３４に、下地材保持部材５２としての横架材
５４及びアングル材５６を取り付ける。先ず、アングル材５６を水平向きに配置し、横板
部７６を水平にして縦板部７８を壁面部３４に押し当て、止着具３６を用いて縦板部７８
を壁面部３４に固定する。
　さらに、アングル材５６の下部に横架材５４を配置し、この横架材５４の上板部６２の
先端部を壁面部３４に当てておく。そして、横架材５４の上板部６２をアングル材５６の
横板部７６の下部に重ね、下から止着具３６（セルフドリリングネジ等）を用いて両者を
固着する。なお、予め止着具３６を用いてアングル材５６に横架材５４を固着しておき、
この状態でアングル材５６を壁面部３４に固定することとしても良い。
【００４２】
　このように、アングル材５６と横架材５４同士を、止着具３６を用いて固着し、下地材
保持部材５２を組み立てる。
　そして、図６に示すように下地材保持部材５２の各部位を、固定部４２（アングル材５
６の縦板部７８）、上板部４４（横架材５４の上板部６２の一部、アングル材５６の横板
部７６の一部）、側板部４６（横架材５４の側板部６６）、及び下板部４８（横架材５４
の下板部７２）から構成する。
　ここで、縦板部７８を壁面部３４に固定した状態で、下板部７２と側板部６６とがなす
角部の角度（θ１）、及び側板部６６と上板部６２とがなす角部の角度（θ２）は、同一
の角度（θ＝θ１＝θ２）であり、外力が無い場合には９０度（直角）である。
【００４３】
　そして、下地材保持部材５２の下板部４８に野縁材８の端部を固定し、この野縁材８の
左右の揺れを下地材保持部材５２に順応させ、弾性吸収する。このため、下板部７２に固
定した野縁材８から横方向の作用（力）が加わった場合、下板部７２の左右移動に伴い、
下地材保持部材５２を形成する鋼板の弾性力により上記角度（θ１、θ２）は拡大し、或
いは縮小する。
【００４４】
　平常時の上記角度（θ）は、ここでは９０度としているが、これは角度（θ）の拡大縮
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小の範囲を考慮した場合、実用的には、上記角度（θ）は９０度±１０度の範囲内が適当
である。
　尚、上記横架材５４は、特に角度（θ）が鋭角に屈曲した場合、上板部６２（側板部６
６間の角部近傍）が下方に撓む可能性がある。このため、上板部６２の下部に補強板材５
５を配置し、上板部６２の撓みを緩和するようにしても良い。この補強板材５５は、止着
部３６を用いて上板部６２と共にアングル材５６の横板部７６に固定する。
【００４５】
　そして、図７に示すように、下地材保持部材５２では、野縁材８が壁面部３４方向へ移
動する揺れを考慮して、側板部４６（６６）との間に所定の間隙（Ｓ）を設けて、下板部
７２の上部に野縁材８の端部９を配置する。
　上記側板部４６（６６）と野縁材８との間の間隙（Ｓ）の大きさは、自由に設定可能で
ある。野縁材８の最大揺れによる移動範囲を予測し、これに基づいて上記間隙（Ｓ）の大
きさを設定するのが実用的である。
【００４６】
　尚、上記間隙（Ｓ）を設けない構成も可能であるが、この場合、野縁材８の側板部６６
（４６）方向への移動はできない。しかし、この場合であっても、下地材保持部材５２の
上板部６２（４４）の可撓性を利用すれば、この撓みの範囲で野縁材８が側板部６６（４
６）方向へ移動することができ、弾性保持が可能となる。
【００４７】
　図７（ａ）（ｂ）（ｃ）は、外力に応じ、下地材保持部材５２を構成する横架材５４、
アングル材５６及び野縁材８の相互の状態を示したものである。通常、野縁材８の下部に
は天井板材１０が取り付けられ、天井が構築されている。
　図７（ａ）は、平常時など野縁材８からの力（横振動）が加わらない状態を示したもの
である。ここで、地震その他の原因で天井が揺れ、横振動が発生して野縁材８から壁面部
３４方向の力が作用すると、この力（図中右向き）は野縁材８の端部９から横架材５４の
下板部７２に加わる。
【００４８】
　すると、同図（ｂ）に示すように、横架材５４の下板部７２には、壁面部３４に向けた
力が作用し、同時に、横架材５４の弾性により下板部７２に対する側板部６６（４６）の
角度（θ１）が縮小し、鋭角に屈曲する。また同時に、側板部６６（４６）の上部は、横
架材５４の弾性により側板部６６は上板部６２に対して、角度（θ２）が縮小し鋭角に屈
曲する。ここで、下板部７２と上板部６２とは互いに平行であるため、角度（θ１）と角
度（θ２）とは同じ（θ１＝θ２＝θ）である。
【００４９】
　したがって、野縁材８からの力（横振動）の作用は、横架材５４の各角部を弾性屈曲さ
せ、上記角度（θ）が縮小（鋭角）して野縁材８（及び天井板材１０）が壁面部３４の方
向へ移動し、野縁材８を弾性保持する。上記野縁材８が元の位置に復帰すると、横架材５
４の各角部の上記角度（θ）は、元の９０度（直角）の状態に弾性復帰する。
【００５０】
　次に、天井が揺れて横振動が発生し、今度は逆に、野縁材８が壁面部３４から離れる方
向の力が作用すると、この力（図中左向き）は野縁材８の端部９から横架材５４の下板部
７２に加わる。
　すると、図７（ｃ）に示すように、横架材５４の下板部７２は、壁面部３４から離れる
向きに力が作用し、横架材５４の弾性により下板部７２に対する側板部６６（４６）の角
度（θ１）が拡大し、鈍角に屈曲する。
　また同時に、横架材５４の側板部６６（４６）の上部は、横架材５４の弾性により側板
部６６（４６）は上板部６２に対して、角度（θ２）が鈍角になる状態に屈曲する。ここ
で、上記角度（θ１）と角度（θ２）とは同じ角度（θ１＝θ２＝θ）である。
【００５１】
　このように、横振動による野縁材８からの力の作用は、横架材５４の各角部を弾性屈曲
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させ、上記角度（θ）が拡大（鈍角）して野縁材８が壁面部３４から離れる方向へ移動し
、野縁材８を弾性保持する。
　上記野縁材８が元の状態に復帰すると、横架材５４の各角部の上記角度（θ）は、元の
９０度の状態に弾性復帰する。
【００５２】
　従って、上記第二の実施の形態によれば、第一の実施の形態と同様に、地震等による天
井下地材の横揺れを効果的に弾性保持でき、簡単な構造で耐振及び防振効果が十分に発揮
され、しかも施工性にも優れまた部品点数も少なく経済性にも優れるという効果がある。
【００５３】
　次に、第二の実施の他の形態について説明する。
　図８（ａ）は、他の形態に係る天井下地材の支持構造を示したものである。
　尚ここでは、上記第二の実施の形態と同一の部材等は、特に説明のない限り構成及び効
果等については同様であり、また同一の符号を付してここでの詳細な説明は省略する。
　この天井下地材の支持構造では、第二の実施の形態と同様に下地材保持部材５２が用い
られ、この下地材保持部材５２は、横架材５４及びＬ型のアングル材５６を組み合わせて
構成する。なお、横架材５４の上板部６２とアングル材５６の横板部７６とは、予め溶着
等により両者（一部）が固着されたものを使用してもよい。
【００５４】
　ここでは、野縁材８を壁面部３４と平行に配置し、この状態で下地材保持部材５２の下
板部７２に野縁材８を配置する。そして、野縁材８が壁面部３４方向へ移動する揺れを考
慮して、野縁材８の側面部２８と下地材保持部材５２の側板部６６との間に間隙（Ｓ）を
設けて、野縁材８を配置する。なお、この場合、野縁材８の側面部２８が壁面部３４方向
或いは壁面部３４から離れる方向へ移動することになるが、これは、野縁材８に取り付け
た天井板材１０の横揺れが野縁材８に伝わり、これにより野縁材８が移動する場合等があ
る。
【００５５】
　この場合、野縁材８からの力の作用に対する下地材保持部材５２の動作は、上記第二の
実施の形態と同様であり、横架材５４の各角部を弾性屈曲させ、角度（θ＝θ１＝θ２）
が拡大或いは縮小して野縁材８（及び天井板材１０）が壁面部３４方向或いは壁面部３４
から離れる方向へ移動し、野縁材８を弾性保持する。
【００５６】
　図８（ｂ）は、野縁材８の側面部２８を下地材保持部材５２の側板部６６に当接させ、
上記間隙（Ｓ）を設けない形態を示したものである。
　この場合、横揺れにより野縁材８から壁面部３４方向への力が作用すると、野縁材８の
側面部２８は下地材保持部材５２の側板部６６に当たった状態のままとなるが、上板部６
２の可撓性により、この上板部６２が撓む範囲で野縁材８が壁面部３４方向へ移動するこ
とができ、弾性保持が可能となる。
【００５７】
　また、野縁材８が壁面部３４から離れる方向への力が作用した場合、下地材保持部材５
２は各角部が弾性屈曲し、角度（θ＝θ１＝θ２）が拡大（鈍角）して野縁材８が壁面部
３４から離れる方向へ移動し、野縁材８を弾性保持する。
　従って、この他の形態においても、上記第二の実施の形態と同様、横揺れに対する耐振
及び防振効果が十分に発揮され、また施工性にも優れるという効果がある。
【符号の説明】
【００５８】
　２、５２　下地材保持部材
　４　際架材
　６　ランナー材
　８　天井下地材（野縁材）
　１０　天井板材
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　３４　壁面部
　３６　止着具
　４２（１４、７８）　固定部
　４４（１２、６２）　上板部
　４６（１６，１８，６６）　側板部
　４８　（２２，６２）　下板部
　５４　横架材
　５６　アングル材

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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